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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

個人所属ビーチクラフト式Ｃ２３型ＪＡ３６８４は、平成５年１０月１１日、航法 

訓練のため、八丈島空港を出発して神津島空港に着陸する際、１１時２６分ごろ、ハ 

ードランディングした。

同機には、機長ほか同乗者１名が搭乗していたが、死傷者はなかった。

同機は中破したが、火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、平成５年１０月２０日、本事故の調査を担当する主管調 

査官を指名した。

1.2.2　調査の実施時期

平成５年１０月２２日～２３日 現場調査



1.2.3　原因関係者からの意見聴取 

意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ３６８４は、航法訓練のため、平成５年１０月１１日、八丈島空港から神津島 

空港を経由して八尾空港に飛行する計画であった。

機長が八丈島空港・航空路監視レーダー事務所に通報した飛行計画は、有視界飛行 

方式、出発地：八丈島空港、出発予定時刻：１０時３０分、経路：御蔵島、目的地： 

神津島空港、巡航速度：９０kt、所要時間：１時間００分、持久時間で表された燃料 

搭載量：６時間００分であった。

同機は、機長及び同乗者１名が搭乗して八丈島空港を１０時３１分に離陸した。

その後、同機は１１時１６分に神津島空港の東１８kmで羽田リモート対空通信局と 

交信し同空港の着陸滑走路、気象等の情報を得た後、同空港の滑走路１１に着陸する 

ため１１時２０分ごろ滑走路の南側から進入した。

その後、事故に至るまでの経過は、機長によれば次のとおりであった。

ファイナル・アプローチでフラップを２５°に設定して、左前方から風が吹い 

ていたので左にクラブをとり、通常の進入速度である９０ＭＰＨを切らないよう 

にエンジン出力を調整して進入した。滑走路末端を過ぎてからエンジン出力をア 

イドルにし、クラブを戻して左ウイング・ローにし徐々にフレアした。

風が変動したためか機首と左翼が持ち上げられたが、このとき滑走路が鮮明で 

はないが浮き上がって見えたので、操縦桿をさらに引いたところ失速警報が２回 

ぐらい鳴って対地高度２～３ｍから接地点標識の手前に右主脚から先にハードラ 

ンディグした。

地上滑走は可能であったので、その後スポットまで走行して停止した。停止後 

機体を点検したところ右主翼が損傷していた。

なお、機長は飛行時には眼鏡（一部分が凸レンズになっている。）を使用していた。

同乗者によれば、飛行経過は次のとおりであった。

同機は接地寸前の対地高度２～３ｍから落ちるように接地した。滑走路が浮き 

上がって見えるようなことはなかった。

また、エプロンにいた複数の目撃者の口述をまとめると、経過は次のとおりであっ 

た。

同機は風のためか揺れているように見えた。接地点標識の手前に対地高度２～



３ｍから、落ちるように右主脚、左主脚、前脚の順で接地した。

事故発生地点は、神津島空港の滑走路１１の接地点標識の手前約１０ｍの滑走路上

で、事故発生時刻は、１１時２６分ごろであった。（付図１及び写真参照）

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷者はなかった。

２．３　航空機の損壊に関する情報

2.3.1　損壊の程度

中破

2.3.2　航空機各部の損壊の状況

右主翼外板 損傷

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長 男性 ５７歳

事業用操縦士技能証明書（飛行機） 第４９９２号

限定事項 陸上単発機 昭和４８年１月２６日

陸上多発機 昭和５２年８月２６日

第二種航空身体検査証明書 第２５３４００６４号

有効期限 平成６年３月７日

総飛行時間 １，２０３時間１６分

同型式機による飛行時間 ５９７時間２４分

最近３０日間の飛行時間 １０時間３１分

２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型式 ビーチクラフト式Ｃ２３型

製造番号 Ｍ－１４８７

製造年月日 昭和４８年１０月８日

耐空証明書 第大－４－５８８号

有効期限 平成５年１２月１４日



総飛行時間 ２，３６４時間３１分

定時点検（100時間点検、平成3年4月17日実施）後の飛行時間 ６３時間４９分

2.6.2　重量及び重心位置

事故当時における同機の重量は、約２，１３０lb、重心位置は１１１．７inと推算 

され、いずれも許容範囲（最大着陸重量２，４５０lb、事故当時の重量に対応する重 

心範囲１０７．８～１１８．３in）内にあったものと推定される。

2.6.3　燃料及び潤滑油

燃料は航空用ガソリン１００、潤滑油はＭＩＬ－Ｌ－２２８５１であった。

２．７　気象に関する情報

2.7.1　同機が羽田リモート対空通信局から受けた神津島空港の事故関連時間帯の気 

象通報は、次のとおりであった。

11時16分 風向 ０７０°、風速 １１kt、最大 ２２kt、

風向変動 ３６０～１００°、気温 ２１℃、ＱＮＨ ３０．１２inHg

11時18分 風向 ０７０°、風速 １２kt、最大 ２０kt、

風向変動 ０１０～１２０°

11時20分 風向 ０８０°、風速 １１kt、最大 ２０kt、 

風向変動 ０１０～１５０°

11時21分 風向 ０８０°、風速 １１kt、最大 ２０kt、 

風向変動 ３６０～１５０°

11時22分 風向 ０７０°、風速 ９kt、最大 １８kt、 

風向変動 ３６０～１５０°

2.7.2　神津島空港の事故関連時間帯における航空気象観測値は、次のとおりであっ 

た。

09時59分 風向 ０８０°、風速 １０kt、最大 ２２kt、ＣＡＶＯＫ 

気温 ２１℃、ＱＮＨ ３０．１１inHg

10時59分 風向 ０７０°、風速 ９kt、最大 ２１kt、ＣＡＶＯＫ 

気温 ２１℃、ＱＮＨ ３０．１１inHg

11時59分 風向 ０５０°、風速 １３kt、最大 ２８kt、ＣＡＶＯＫ 

気温 ２１℃、ＱＮＨ ３０．１２inHg



２．８　事実を認定するための試験及び研究

機体各部の調査を実施した結果は、次のとおりであった。

(1)　エンジンを始動させて点検した結果、異常はなかった。

(2)　操縦系統を点検した結果、異常はなかった。

(3)　右主翼は上下面の外板が湾曲し、前縁は燃料インテグラル・タンクになっ 

ている箇所に約２cmの亀裂が生じていた。同主翼の点検口をはずして内部を 

点検した結果、異常はなかった。

念のため試運転を実施して燃料漏れについて調査してところ、亀裂部分か 

ら少量の燃料漏れが発見された。

２．９　その他必要な事項

2.9.1　失速警報速度について

同機の飛行規程によれば、失速警報は失速速度プラス５～１０ＭＰＨで作動する。 

なお、同機の失速速度は、パワー・オフで５３±３ＭＰＨ、６５％で４７±３ＭＰ 

Ｈである。

2.9.2　機長の使用していた眼鏡について

機長の有している航空身体検査証明書には、常用眼鏡便用及び同予備眼鏡携帯又 

は近距離視力矯正眼鏡携帯の条件は付されていなかった。

機長が使用していた眼鏡は大部分が度のないガラスで、下部の一部分のみが凸レ 

ンズになっていた。

機長の口述によれば、裸眼でも支障はないが手元のチャート等を見るときには眼 

鏡を使用した方がよく見えるので、当該眼鏡を使用していたとのことであった。

過去にも同種の構造の眼鏡を使用していたときに、滑走路が浮き上がって見えた 

ので、接地時に操縦桿を引き過ぎてフレアが大きくなったことがあるとのことであ 

った。

2.9.3　航空機乗組員の眼鏡使用試験結果について

（財）航空振興財団が発表した「航空機乗組員の医学的適正管理に関する研究」 

報告書（その５）昭和５２年３月の「老視の運航乗務員の飛行業務におけるバリラ 

ックスメガネ装用の適否に関する研究」によれば、試験装用者のアンケート結果、 

「浮上した感じで困る」が４０％であった。



３　事実を認定した理由

３．１　解析

3.1.1　機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有してい 

た。

3.1.2　同機は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が行われていた。

3.1.3　調査の結果、同機は事故発生まで異常はなかったものと推定される。

3.1.4　機長によれば、接地時に徐々にフレアしたとき滑走路が鮮明ではないが浮き 

上がって見えたので操縦桿をさらに引いたところ、失速警報が鳴ってハードランデ 

ィングしたと述べており、また、同乗者及び目撃者によれば、同機は接地寸前の対 

地高度２～３ｍから落ちるように接地したと述べていることから、同機は接地する 

際、機長が操縦桿を引き過ぎたことにより失速し、ハードランディングになって損 

壊したものと推定される。

3.1.5　機長が操縦桿を引き過ぎたことについては、徐々にフレアしたとき、風が変 

動したためか機首と左翼が持ち上げられたが、このとき滑走路が鮮明ではないが浮 

き上がって見えたと述べていること、同乗者は滑走路が浮き上がって見えるような 

ことはなかったと述べていること、及び機長の使用していた眼鏡について2.9.2項に 

述べたことから、機体姿勢の変化により機長が眼鏡の凸レンズの箇所を通して滑走 

路を見る状態になったため、滑走路が浮き上がって見えたことによるものと考えら 

れる。

４　原因

本事故は、同機が着陸の際、機長が操縦桿を引き過ぎたため失速し、ハードランディ 

ングになったことによるものと推定される。

操縦桿を引き過ぎたことについては、機長が使用していた凸レンズを組み込んだ眼 

鏡により、滑走路が浮き上がって見えたことによるものと考えられる。



５　所見

凸レンズを組み込んだ眼鏡を使用して操縦を行う場合は、錯覚を起こすことのない 

よう、眼鏡の使用法に十分な配慮が必要である。



付図１　推定飛行経路及び

事故現場付近見取図



付図２　ビーチクラフト式Ｃ２３型

三面図



写真　右主翼の損傷状況


